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農
地
利
用
状
況
調
査
の

実
施
に
つ
い
て

　

鏡
野
町
農
業
委
員
会
で
は
、
優
良
農
地

の
確
保
と
有
効
利
用
の
推
進
を
図
る
た
め
、

７
月
か
ら
10
月
ま
で
の
４
カ
月
間
、
農
地

の
利
用
状
況
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

調
査
に
あ
た
り
、
農
地
内
に
立
ち
入
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

農
地
は
食
料
の
生
産
基
盤
で
あ
る
大
切

な
資
産
で
す
。
ま
た
、
遊
休
農
地
は
病
害

虫
の
発
生
、
有
害
鳥
獣
の
隠
れ
場
所
に
な

る
な
ど
近
隣
に
迷
惑
が
か
か
り
ま
す
。
農

地
を
お
持
ち
の
方
は
適
正
な
管
理
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
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図
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近
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迷
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。

農
地
を
転
用
す
る
場
合
に
は
、

農
地
法
に
よ
る
手
続
き
を
！

　

農
地
を
転
用
す
る
場
合
に
は
、
農
地
法
の
許
可
が
必
要
で
す
が
、
許
可
を
受
け
な
い
で

行
わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
違
反
転
用
」
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

農
業
者
を
は
じ
め
、
開
発
な
ど
に
携
わ
る
人
も
農
地
転
用
許
可
制
度
を
正
し
く
理
解
し

て
、
法
令
遵
守
に
努
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

農
地
を
住
宅
や
工
場
等
の
建
物
敷
地
、
資
材
置
場
、
駐
車
場
、
道
水
路
、
山
林
等
農
地
以
外
の
用
地
に
転
換
す
る
こ

と
で
す
。
な
お
、
農
地
を
一
時
的
に
資
材
置
場
や
砂
利
採
取
場
等
に
利
用
す
る
場
合
も
転
用
と
な
り
ま
す
。

※

農
業
上
の
利
用
の
改
善
を
目
的
と
し
て
農
地
の
か
さ
上
げ
や
掘
削
を
行
う
場
合
も
許
可
あ
る
い
は
届
出
が
必
要
で
す
。

農
地
転
用
と
は

●
許
可
な
く
転
用
し
た
場
合
や
、
転
用
許
可
に
係
る
事

業
計
画
ど
お
り
に
転
用
し
て
い
な
い
場
合
等
は
、
農

地
法
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
り
、
工
事
の
中
止
や
原

状
回
復
等
の
命
令
が
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
（
農

地
法
第
51
条
）。

●
罰
則
の
適
用
も
あ
り
ま
す
（
農
地
法
第
64
条
、
第
67

条
）。
違
反
転
用
す
る
と
個
人
は
３
年
以
下
の
懲
役

ま
た
は
３
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
、
法
人
の
場
合
は

１
億
円
以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

！
違
反
転
用
し
た
り
、
許
可
ど
お
り
に
転
用
し
な
か
っ
た
ら…

原
状
回
復
等
の
命
令
、
罰
則
の
適
用
が
あ
り
ま
す
。

①
違
反
転
用

３
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

３
０
０
万
円
以
下
の
罰
金

（
法
人
は
１
億
円
以
下
の
罰
金
）

②
違
反
転
用
に
お
け
る

　
原
状
回
復
命
令
違
反


